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概要

第211回国会で審議中の「脱炭素社会の
実現に向けた電気供給体制の確⽴を図る
ための電気事業法等の⼀部を改正する法
律案」では、GX（グリーントランスフ
ォーメーション）の名のもと、「核原料
物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関
する法律」（以下、炉規法）、「電気事
業法」（以下、電事法）を含む5つの法
律が改正されようとしています。

この法改正では、原⼦炉の運転期間規
制を規制官庁である原⼦⼒規制委員会
から利⽤政策官庁である経済産業省の
所管に変更、さらに60年超の運転も可
能とするなど、多くの問題点を含んで
います。そのため、以下、炉規法と電
事法改正の問題を特に運転期間規制の
観点からまとめました。
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今回の法改正は、規制と推進
を分離するという原⼦⼒規制
の国際⽔準からみて明らかな

後退です。

後退
今回の法改正の過程で、原⼦
⼒規制の独⽴性が⼤きく損な
われていることが明らかにな
りました。独⽴性の⽴て直し

は急務です。

独⽴性
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今回の法改正にあたって国⺠の
声を聴取することはほぼなく、
福島第⼀原発事故の被災者の声
を聴くことは全くありませんで

した。

不在
⽇本の原発は40年という寿命
をもとに設計されました。

40年



前提
 福島第⼀原発事故後の2012年、当
時の与野党合意のもと議員⽴法で、
それまで原⼦⼒政策が規制と推進と
もに経済産業省と⽂部科学省の元に
置かれていたことを反省し、新たに3
条委員会である原⼦⼒規制委員会を
発⾜、それまで、経済産業省の傘下
にあった原⼦⼒安全・保安院を改
組、原⼦⼒規制委員会の事務局とし
て原⼦⼒規制庁を設置しました（原
⼦⼒規制委員会設置法）。併せて、
原発の運転期間は原則40年、例外的
に20年延⻑を可能にする炉規法の改
正なども⾏われました。

安全規制等に係る法令等の制定や
改正、運⽤の変更に対応するため
運転を停⽌した期間
⾏政処分により運転を停⽌した場
合、当該⾏政処分の取消し・無効
等により運転を停⽌する必要がな
かった期間
⾏政指導に従って運転を停⽌した
期間
仮処分命令をうけて運転を停⽌し
た場合、当該仮処分命令の取消し
等により運転を停⽌する必要がな
かった期間
予⾒し難い事由に対応するため、
運転を停⽌した期間

運転期間延⻑の条件

延⻑しようとする運転期間が20年を超
える場合、20年を超える期間が次に掲
げる期間（2011年3⽉11⽇以降の期間
に限る。）を合算した期間以下である
こと。
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法改正の概要
 今回法改正では、炉規法にあった
運転期間規制を電事法に移管したう
えで、現⾏の40年＋20年に加えて、
右の条件に合致する期間の延⻑を可
能にすることが⽬論まれています。
 様々な条件が書かれていますが、
要するに2011年の福島第⼀原発事故
後の停⽌期間を運転期間から除外で
きるようにするものです。



 運転期間延⻑は以下の条件に基づ
き経済産業省が認可します。なお、

原⼦炉が平和⽬的以外に利⽤され
るおそれがないこと。
以下の�1、�2のいずれにも�該当す
ること。

運転期間延⻑認可の基準

①��事業者が原⼦炉について、原⼦⼒
� 規制委員会から設置許可を取り消
 され、⼜は運転停⽌命令を受けてい
 ないこと。
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規制の後退
 原⼦⼒の利⽤に当たっては「事故
への反省と教訓を⼀時も忘れず、安
全神話に陥ることなく安全性を最優
先とすることが⼤前提」[i]とされて
います。この安全性を担保している
のは⾼い独⽴性を有する原⼦⼒規制
委員会です。つまり規制と推進の分
離は原⼦⼒利⽤の⼤前提なのです。
 今般の法改正では、運転期間延⻑
の許認可は原⼦⼒規制委員会から推
進官庁である経済産業省に移管され
ます。認可の際、原⼦⼒委員会には
意⾒を聴きますが、原⼦⼒規制委員
会に対しては意⾒を求めていません

延⻑が脱炭素化に向けて⾮化⽯エ
ネルギー源の利⽤の促進を図りつ
つ電気の安定供給を確保すること
に資すること。
発電事業を遂⾏する態勢の⾒直し
及び改善に継続的に取り組むこと
が⾒込まれること。

②��⻑期施設管理計画の認可の申請に
 対し、原⼦⼒規制委員会から事業者
 に対し、不認可処分がなされていな
 いこと。

（第27条の29の2第5�項）。

 世界の原⼦炉運転期間延⻑認可担
当機関を調べると、20か国中（⽇本
含む）、規制機関以外が認可してい
るのは2か国のみです。また、この2
か国も規制機関が安全性を確認した
うえで認可しています。つまり、今
回の法改正は、いったん切り離した
はずの規制と推進を⼀体化するもの
だといえます。安全規制の観点から
は明らかな後退です。

[i]�「GX�実現に向けた基本⽅針〜今後�10�年
を⾒据えたロードマップ〜」p.3など

認可にあたっては原⼦⼒委員会の意
⾒を聴くことになっています。



規制機関
90%

政府・省庁
10%

OECD/NEA,�2019,��Legal�Frameworks�for�Long-Term�Operation�of��Nuclear�Power
Reactors�を⼀部改変
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原⼦⼒利⽤20か国の
運転期間延⻑

認可・承認担当機関

フィンランド：規制当局が安全性を確認後、政府が認可
スペイン：規制当局が安全性を確認後、政府が認可。なお、スペインは
2035年に脱原発することを決定している。

政府・省庁が認可・承認を⾏う⼆か国はフィンランド・スペイン。

18�か国

2�か国
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規制と推進の⼀体化
 今回改正にあたっては、原⼦⼒規
制委員会が原⼦⼒規制庁に指⽰する
昨年10⽉より前の昨年7⽉から原⼦⼒
規制庁と経済産業省が複数回、⾯談
を重ねていた事実が明らかになりま
した。7⽉28⽇に経済産業省が原⼦⼒
規制庁に⽰した資料には炉規法と電
事法の改正イメージと以下のコメン
トが付けられていました。

なぜ、経済産業省が規制の⾒え⽅を
気にするのでしょうか。明らかに、
推進側が規制側に対して規制の在り
⽅を指南している記述です。さらに
経済産業省は8⽉19⽇、原⼦⼒規制庁
に対して、電事法のみならず原⼦⼒
規制委員会が所管する炉規法の法改

正イメージまでも提⽰しました。推
進側による規制への介⼊です。協議
を中⽌すべきですがその後も、⾯談
を重ねています。この資料について
原⼦⼒規制庁は原⼦⼒規制委員会へ
の報告も⾏っていません。
 原⼦⼒規制庁はもともと経済産業
省の傘下にあった原⼦⼒安全・保安
院を⺟体とした組織です。名前を変
えても中⾝が変わらなければ、規制
と推進の分離は掛け声倒れに終わり
ます。しかし、2012年9⽉の発⾜から
10年たった原⼦⼒規制庁の組織は総
職員1,018⼈中、経済産業省出⾝者は
159⼈、⼀⽅幹部級職員45⼈中だと経
済産業省出⾝者は21⼈、審議官級以
上の職員に限ると7⼈中6⼈、総括審
議官以上に限ると5⼈すべてを経済産
業省出⾝者が占めています。経済産
業省出⾝者の幹部職員⽐率は異常な
状況だと⾔えます。

 残念ながら、原⼦⼒規制庁の推進
政策からの独⽴性は極めてぜい弱な
状況にあります。原⼦⼒利⽤は安全
性が最優先とするのであれば、その
安全性を担保する原⼦⼒規制委員会
の⼿⾜となる原⼦⼒規制庁の独⽴性
の検証と⽴て直しこそが急務です。

7⽉28⽇資源エネルギー庁提⽰資料抜粋



「参議院議員辻元清美君提出原⼦⼒規制委員会と原⼦⼒規制庁の独⽴性に関する質問に対する答
弁書」などから作成

�
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経済産業省 ⽂部科学省
原⼦⼒産業協会加盟企業等

その他

0 250 500 750 1,000 1,250

総括審議官以上（5⼈）�

審議官以上（8⼈）�

幹部職員（45⼈）�

総職員（1018⼈）� 16%

47%

88%

100%

経済産業省⽐率

原⼦⼒規制庁職員の役職別出⾝官庁

5⼈/5⼈

7⼈/8⼈

21⼈/45⼈

159⼈/1018⼈
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拙速な検討・無視される被災者の声

 岸⽥⽂雄⾸相は2⽉15⽇の衆議院予
算委員会で、「今回の原⼦⼒発電所の
⾼経年化に関しては、これは新たな科
学的あるいは技術的知⾒の存在を踏ま
えて改正するものではありません。こ
れは、構造的なエネルギー需給の逼迫
への対応といった利⽤政策の観点か
ら、運転期間について定めを設けて、
これに対応した形で安全規制を厳格に
しようとするものであります」と答弁
しています。
 この答弁には2つのポイントがあり
ます。1点⽬は、運転期間の延⻑は科
学的・技術的な新知⾒によるものでは
なく、エネルギー需給ひっ迫への対応
などが理由であること、2点⽬は改正
によって安全規制を厳格化するという
ものです。

 現存する⽇本の最⾼齢原発は関⻄電
⼒⾼浜原発1号機（1974年11⽉運転開
始、49年）です。今回改正は60年を
超えた原発の運転を⼀定条件の下で認
めるというものですから、ここで議論
されているのは10年以上先のエネルギ
ー需給構造のことです。

 運転期間については2022年4⽉27⽇
の衆議院経済産業委員会で萩⽣⽥光⼀
経済産業⼤⾂（当時）が「原⼦⼒発電
所の運転期間については、原⼦⼒規制
委員会が所掌する炉規法で規定されて
いるものです。現時点では、政府にお
いて、同法の規定⾒直しを検討してい
る事実はない」と答弁しています。
 今回の改正は2022年8⽉24⽇の第⼆
回GX実⾏会議で突然論点として提⽰
され、その後12⽉22⽇に「GX実現に
向けた基本⽅針（案）」がまとめられ
るまでのわずか4か⽉で検討されまし
た。きわめて拙速な検討だったと⾔え
ます。

 原⼦⼒規制委員会は2020年7⽉29⽇
に「運転期間延⻑認可の審査と⻑期停
⽌期間中の発電⽤原⼦炉施設の経年劣
化との関係に関する⾒解」を決定しま
した。原⼦⼒事業者の⻑期停⽌期間を
運転期間から除外してほしいとの求め
に応じて検討した結果が⽰されていま
す。
 第⼀のポイントは「運転期間に⻑期

突然の検討
乏しい議論
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�停⽌期間を含めるべきか否かについ
て、科学的・技術的に⼀意の結論を得
ることは困難」というものです。つま
り、⻑期停⽌期間を運転期間から除外
することはできないとしています。第
⼆のポイントは「（劣化評価を⾏う）
時期をどのように定めようと、発電⽤
原⼦炉施設の将来的な劣化の進展につ
いては、個別の施設ごとに、機器等の
種類に応じて、科学的・技術的に評価
を⾏うことができる」というもので
す。どのようなタイミングでも（たと
え壊れていたとしても）評価はできる
ので、当然のことを⾔っています。問
題は後の祭りになってしまわないかと
いうことです。第三のポイントは「発
電⽤原⼦炉施設の利⽤をどのくらいの
期間認めることとするかは、原⼦⼒の
利⽤の在り⽅に関する政策判断にほか
ならず、原⼦⼒規制委員会が意⾒を述
べるべき事柄ではない」というもので
す。これは安全規制の放棄というもの
です。どのようなものでも時間の経過
とともに劣化していく以上、運転期間
をどのように定めるのかは、安全規制
の⼀環でなければなりません。だから
多くの国では、運転期間の延⻑認可を
規制当局が⾏っているのです。

� この⾒解は、原⼦⼒規制委員会でほ
とんど議論のないまま決定されまし
た。実際、この決定を⾏った際の原⼦
⼒規制委員会委員⻑だった更⽥豊志⽒

はインタビューで「（規制委の内部で
の40年ルール⾒直し検討は）ほとんど
ないでしょうね。規制委として変えな
きゃならないっていうニーズや動機が
あったわけではないです」と答えてい
ます[ii]。また、2023年2⽉13⽇の原
⼦⼒規制委員会で、⾒解決定時も委員
だった⽯渡明委員は「⾦科⽟条のよう
に使って、原⼦⼒規制委員会が関わる
べき事柄ではないということが原⼦⼒
規制委員会の全体の意志として確固と
して決定されたというものでは、私
は、ないのではないかと考える」と発
⾔しています。

 それでも、この⾒解は今回の運転期
間延⻑は利⽤政策判断で決められると
いう⽅針の根拠となっています。そし
て、この決定以降、経済産業省は原⼦
⼒規制庁と、この⾒解の解釈について
協議を⾏ってきました。⽅針は拙速に
決定された⼀⽅で、運転延⻑は周到に
準備されてきました。検討していない
と⾔って国⺠を欺いてきたのです。

[ii]�原発回帰の⾏⽅ 第9回「『規制の仕事は
変わらない』 前原⼦⼒規制委員⻑・更⽥豊
志⽒の説明」
https://digital.asahi.com/articles/ASR1N7
2CMR1BULBH003.html
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� 炉規法43条3の32改正案は、事業者
が申請した原発の⻑期施設管理計画
を、10年を超えない期間ごとに認可す
ることとしています。しかし、現⾏の
⾼経年化技術評価制度でも10年ごとに
事業者が申請する⻑期施設管理⽅針を
審査、認められない場合は運転を認め
ません。つまり今回の法改正は安全規
制を厳格化するものではありません。
� ⼀⽅、⾼市早苗衆議院議員の質問主
意書に対する2012年2⽉17⽇付政府答
弁書[i]では「安全上のリスクを低減す
るため発電⽤原⼦炉の運転期間を制限
することとした」「現⾏の制度におい
ては、法律上発電⽤原⼦炉の運転期間
を制限していない点が⼗分ではないと
考えており、今回の改正案を検討し
た」と、運転期間制限は安全規制の観
点から導⼊されたことを明確に⽰して
います。つまり、今回の法改正は安全
規制を厳格化するものではなく、規制
を緩和するものです。

[iii]�「衆議院議員⾼市早苗君提出発電⽤原⼦
炉の運転可能期間を『四⼗年』または『六⼗
年』と定める技術的根拠等に関する質問に対
する答弁書」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_s
hitsumon.nsf/html/shitsumon/b180057.ht
m

� 「GX実現に向けた基本⽅針」で
は、「原⼦⼒は、その活⽤の⼤前提と
して、国・事業者は、東京電⼒福島第
⼀原⼦⼒発電所事故の反省と教訓を⼀
時たりとも忘れることなく、『安全神
話からの脱却』を不断に問い直」すこ
とが明記されています。
 しかし、この間の原発活⽤に向けた
⽅針転換のなかで、福島第⼀原発事故
の被災者の声を聴く機会は⼀度たりと
も設けられていません。⼀⽅、東京電
⼒を含む原⼦⼒事業者の声を聴く場は
繰り返し設定されてきました。たとえ
ば経済産業省の原⼦⼒⼩委員会には電
気事業連合会の代表者が専⾨委員とし
て参加しています。

 東京電⼒福島第⼀原発事故の反省と
教訓を忘れないというのであれば、ま
ずは、被災者の声を聴くべきです。

規制の緩和 無視される被災者の声
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設計寿命は40年

 岸⽥⽂雄⾸相は3⽉1⽇の参議院予算
委員会で「原⼦⼒発電所の耐⽤年数に
ついては、そもそも四⼗年という期間
があり、そして六⼗年という期間があ
るわけですが、この原⼦⼒規制委員会
の⼭中委員⻑は、許認可申請時の耐⽤
年数四⼗年についていえば、設備、機
器等の設計上の評価を⾏うために⽤い
られたものであり、原⼦⼒の寿命その
ものを⽰しているものではない、こう
した答弁を⾏っていると承知をしてお
ります。」と答弁しています。

 ⽇本の多くの原発は40年の設計寿命
で建設されました[iv]。この40年とい
う年数は1954年に制定された⽶国の原
⼦⼒法からやってきました。70年近く
前のことであり、⽼朽化の知⾒はほと
んど存在しない中で設定された年数で
はありますが、40年という運転期間を
前提に原発の機材は設計・製造されて
います[v]。
� ⼀般に機械の故障率はバスタブ曲線
を描きます。機械の寿命が近づくにつ
れ、故障率は上昇します。設計寿命は
「設備、機器等の設計上の評価を⾏う
ために⽤いられたもの」であることは
事実ですが、この寿命を前提に設計し

た以上、「原⼦⼒の寿命そのものを⽰
しているものではない」というのは誤
りです。

[iv]�「参議院議員辻元清美君提出原⼦炉の耐
⽤年数に関する質問に対する答弁書」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1
/kousei/syuisyo/210/touh/t210064.htm

[v]�NRC��Backgrounder�on�Reactor�License
Renewal��https://www.nrc.gov/reading-
rm/doc-collections/fact-sheets/fs-reactor-
license-renewal.html

「東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所原⼦炉設置変更
許可申請（3号炉増設）」第55部会参考資料より
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� 原⼦⼒規制委員会の「運転期間延⻑
認可の審査と⻑期停⽌期間中の発電⽤
原⼦炉施設の経年劣化との関係に関す
る⾒解」には「将来的な劣化の進展に
ついては…科学的・技術的に評価を⾏
うことができる」と書かれています。

 この、古くなった原発の科学的・技
術的評価は具体的には稼働から40年⽬
の特別点検と「⾼経年化技術評価」で
⾏われています。特別点検は安全に重
要な機器を対象に通常の点検では⾏わ
ない詳細な点検を⾏うことを⾔いま
す。また⾼経年化技術評価では安全機
能を持った機器等を対象に「⾼経年化
対策上着⽬すべき経年劣化事象を抽出
し…健全性について評価…追加すべき
保全策を抽出」しています。
 
 劣化評価の⽅法については、たとえ
ば原⼦炉に使われる鋼鉄の劣化など、
さまざまな議論が⾏われていて、確⽴
したものとは⾔えません。さらに問題
なのは、この評価が、設計通りの施⼯
を前提とした時間経過に伴い使⽤環境
や条件により、機能・性能に影響を及
ぼす恐れのある事象を対象としている
ことです。逆に⾔うと、施⼯不良が時
間の経過によりトラブルとなるような
事象は評価対象ではありません。

 2023年1⽉30⽇、関⻄電⼒⾼浜原発4
号機で原⼦炉が⾃動停⽌しました。関
⻄電⼒は事故原因を、建設当初からケ
ーブルの上に別のケーブルが覆いかぶ
さっており、その重みで引っ張られた
ケーブルのはんだ付けに不具合が発⽣
していたため、と説明しています。
 関⻄電⼒は、事故の起きる3か⽉前
の2022年11⽉25⽇、⾼浜原発3・4号
機の特別点検と今後20年の劣化評価
（⾼経年化技術評価）を⾏い、問題な
いことを確認、と発表していました。
今回のトラブルは劣化評価の対象外だ
ったため、⾒逃されたのです。

 原発には膨⼤な数の部品が使われて
います。それらが設計通りに施⼯され
ていることが、科学的・技術的評価の
前提です。でもそんなことが本当にあ
り得るのでしょうか。
 科学的・技術的な評価とは、完璧に
施⼯された「美しい原発」の存在を前
提としています。しかし、そのような
原発は空想上の存在なのです。

科学的・技術的評価？

多くの部品で構成されている原発
（100万kWの原発1基あたり）

熱交換器    140基
ポンプ     360台
弁       30,000台
モーター    1,300台
配管      170㎞�
溶接点数    65,000点
モニター    20,000箇所
ケーブル総延⻑ 1,700㎞
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法的不公正・不透明性

 今回の法改正では、仮処分命令等を
うけて運転を停⽌した場合で、当該仮
処分命令の取消し等があった場合は、
運転期間延⻑期間に合算できるように
なっています（第27条の29の2第4項
第5号のニ）。仮処分命令が取り消さ
れた場合にあっても、仮処分命令によ
って被った不利益を⾏政として回復す
るような法律は、きわめて例外的です
[vi]。⾏政が司法の権限に介⼊するこ
とになる恐れもあります。

 また、その他予⾒し難い事由として
経済産業省令で定めるものに対応する
ために停⽌した期間については、延⻑
期間に合算できるようになっています

（第27条の29の2第4項第5号のホ）。
法的な予⾒可能性を⾼めるために外で
は限定列挙しながら、ここでその他は
経済産業省令で定められるため、抜け
⽳ができてしまっています。

 いつ原発がなくなるのか、その場合
の電源投資をどうするのかなど、予⾒
可能性は原⼦⼒事業者だけではなく、
他の発電事業者等にも必要です。誰に
とっても運転期間延⻑は予⾒可能性が
確保されないことにつながります。

[vi]�2023年4⽉10⽇に実施したヒアリングで
経済産業省担当者は「我々の知る限りでは
（中略）聞いたことがない」と回答。
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